
各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書 － 連結親法

人が普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分

１ この届出書の用途

� この届出書は、普通法人（特定の医療法人を除きます。）である連結親法人に係る連結子法人

が、法第８１条の２５�連結子法人の個別帰属額等の届出�の規定により、当該連結子法人の本店又
は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に個別帰属額等を記載した書類（個別帰属額及びその計

算の基礎を記載した書類）を提出する場合の「個別帰属額を記載した書類」として使用します。

� この届出書は、普通法人（特定の医療法人を除きます。）である連結法人が連結確定申告書に

添付する個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類を作成する場合の「個別帰属額を記載し

た書類」として使用します。

なお、連結子法人分は、�により作成したものの写しを使用することとして差し支えありませ
ん。

�注 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、別表三�二～別表十七を使用して
ください。なお、連結確定申告書の別表の写しを使用することとして差し支えありません。ま

た、�の場合（連結確定申告書の添付書類）に作成する連結子法人分の個別帰属額の計算の基礎
を記載した書類については、連結確定申告書への添付を省略することができます。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

同非区分
特 定
同族会社

同族会社 非同族会社
別表一の二�一の「同非区分」に表示する連結親法

人の区分を表示します。

この欄は、各連結法

人の「同非区分」を表示

するものではなく、連

結親法人の「同非区分」

を表示するものです。

「旧所在地及び旧法人

名」

当期中に連結親法人の納税地若しくは連結子法人

の所在地又は法人名に変更があった場合には、旧納

税地若しくは旧所在地又は旧法人名を記載します。

「※税務署処理欄」 原則として記載する必要はありません。

ただし、「売上金額」欄については、損益計算書

の売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外収益

及び特別利益を除きます。）を１００万円単位（１００万

円未満の端数は切り上げます。）で記載してくださ

い。

売上金額は、消費税

の事業者免税点の参考

となり、また税務署に

おける事務の効率化に

もつながることから、記載

をお願いしています。

別 表 等
送付要否

要 否
税務署から送付する用紙以外の用紙を使用してい

るため、翌連結事業年度以降、個別帰属額等届出書

付表セット及び勘定科目内訳明細書の送付が不要な
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

場合には「否」欄に○をします。

なお、現在、「送付不要」としている連結法人

が、翌連結事業年度以降、個別帰属額等届出書付表

セット及び勘定科目内訳明細書の送付が必要となっ

た場合には「要」に○をしてください。

税理士法第３０条
の 書 面 提 出 有

税理士法第３０条�税務代理の権限の明示�に規

定する書面を届出書に添付する場合には、○をして

ください。

「連結事業年度分の

申告に係る届出書」

空欄には、次の区分に応じ、それぞれ次により記

載します。

� 連結確定申告に係るもの …………「連結確定」

� 連結確定申告の修正申告に係るもの…「修正連結確

定」

� 期限後申告に係るもの ……………「期限後連

結確定」

� 更正に係るもの ……………………「更正申告」

� 決定に係るもの ……………………「決定申告」

�又は�の場合に

は、空欄に「更正」又

は「決定」と記載する

とともに、左のように

「申告」を二重線で消

してください。

「個別所得金額又は個

別欠損金額１」

次の連結法人の区分に応じ、それぞれ次により記

載します。

� 別表七の二付表二「２７」に金額の記載のある

連結法人

別表四の二付表「４６の①」の金額を中段の

（イ）に記載し、別表七の二付表二「２７」の金額

を下段の（ロ）に記載し、（イ）の金額と（ロ）

の金額を合計した金額を上段に記載します。

� �以外の連結法人

別表四の二付表「４６の①」の金額を中段の

（イ）に記載し、同額を上段に記載します。

「個別リース特別控除

取戻税額５」

法第４条の５第１項�連結納税の承認の取消し

等�の規定により法第４条の２�連結納税義務者�

の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年

度で、次に掲げる規定の適用により加算することと

されている金額がある場合には、その金額について

もこの欄に記載してください。

① 措置法第６８条の９第１１項�連結納税の承認

を取り消された場合の試験研究費の額に係る法

この場合、その金額

の計算に関する明細を

別紙に記載して添付し

てください。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

人税額�

② 措置法第６８条の１０第５項�連結納税の承認

を取り消された場合のエネルギー需給構造改革

推進設備等に係る法人税額�

③ 措置法第６８条の１１第５項�連結納税の承認

を取り消された場合の中小連結法人の機械等に

係る法人税額�

④ 措置法第６８条の１２第７項�連結納税の承認

を取り消された場合の事業基盤強化設備に係る

法人税額�

⑤ 措置法第６８条の１３第４項�連結納税の承認

を取り消された場合の沖縄の特定地域における

工業用機械等に係る法人税額�

⑥ 措置法第６８条の１４第５項�連結納税の承認

を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人

の経営革新設備等に係る法人税額�

⑦ 措置法第６８条の１５第５項�連結納税の承認

を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係

る法人税額�

⑧ 平成１８年改正法附則第１３２条�連結法人が情

報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特

別控除に関する経過措置�の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる平成１８年改正前の

措置法第６８条の１５第１２項�連結納税の承認を

取り消された場合の情報通信機器等に係る法人

税額�

「連結法人税個別帰属

額計１０」

その連結法人につき措置法第６８条の６７第１項に規

定する使途秘匿金の支出がある場合には、使途秘匿

金の支出額の４０％相当額をこの欄の上段に外書とし

て記載します。

ただし、平成２０年４月１日から２０年改正法の公布

の日（平２０．４．３０）前にした使途秘匿金の支出の額

については、記載を要しません。

この場合、「個別控

除税額１１」及び「差引

連結所得に対する連結

法人税個別帰属額１２」

の欄の記載に当たって

は、この外書きをした

金額を「１０」に含めて

計算します。

「連結欠損金の繰戻し

による還付金の個別帰

属額１３」及び「この届

法第８１条の３１�連結欠損金の繰戻しによる還付�

の規定により還付の請求をした法人税の額（その連

結法人に帰せられるものに限ります。）で還付され
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

出が修正申告等による

ものである場合」の各

欄の外書

ていないものがあるときに、当該金額を記載しま

す。

「連結欠損金の繰戻し

による還付金の個別帰

属額１３」

修正申告をする場合において、法第８１条の３１第４

項�連結欠損金の繰戻しによる還付�において準用

する法第８０条第６項�欠損金の繰戻しによる還付�

の規定により還付をする金額に係る還付加算金があ

るときは、その還付加算金の額（その連結法人に帰

せられるものに限ります。）を含めて記載します。

「この届出の基因となっ

た申告等により増加又は

減少する連結法人税個

別帰属額�－�１９」

「１４」の金額から「１８」の金額を減算した金額がマ

イナスとなる場合には、そのマイナスの金額（△印

を付けます。）を記載します。

「連結親法人が中小法

人の場合」の各欄

連結親法人が法第８１条の１２第２項� 中小法人の各

連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率� の

規定の適用を受ける場合に記載します。
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